
県連事業における高校生以下選手の携帯通信機器の制限について

秋田県スキー連盟競技本部アルペン部会

秋田県スキー連盟事業では，携帯通信機器の利用を次のように定め，運用します。必ず

守るように選手，保護者の間で約束を交わしてください。

１ 携帯電話，スマートフォン，タブレットおよび i-pod等の携帯通信機器全般について，

合宿や大会に持参しないことを原則とする。独立してインターネットに接続できない端

末（契約していない端末）も同様とする。

２ 次の項目について各家庭で十分指導し，選手が必ず守ることができると保護者が判断

したときのみ，持参することを許可する。

①通信は保護者，地元コーチへの連絡以外は行わない。

②消灯時刻後の操作は絶対に行わない。

③合宿中のチームメイトと交流したり，呼び出したり，他人の機器にいたずらしたりし

ない。

④ＳＮＳ等への書き込みは行わない。

⑤浴場へは絶対に持ち込まない。

⑥当該事業に関係しないネット閲覧やゲームなど，絶対に行わない。

３ レースを伴わない強化合宿中は，消灯時間から朝トレまで，担当コーチに預ける。

詳細は担当コーチの指示に従う。

４ ２の項目について違反が見られた場合は，保護者に連絡し，強制的に帰宅させる。

５ 携帯通信機器の問題に限らず，合宿や大会参加中のふさわしくない言動があった場合

も，同様に保護者に連絡し，場合によっては帰宅させる。


